
子育て世帯生活支援特別給付金を支給します

精霊流しを行うときは、新型コロナ感染防止対策を！

　低所得の子育て世帯の生活を支援するため、給付金を支給します。
　世帯の状況により申請が必要な場合があります。

申 請 要 申 請 不 要

ひ
と
り
親
世
帯

①�公的年金などを受給していることにより令和 4年４月分の児
童扶養手当を受給していないかた
②�新型コロナの影響で家計が急変し、収入が児童扶養手当を受
給しているかたと同じ水準となっているかた
申請期限 �来年 2月 28日（火）

令和 4年 4月分の児童扶養手当受給者

そ
の
他
世
帯

①�令和４年度分の市民税非課税世帯で、高校生などのみを養育
しているかたや公務員のかた
②�新型コロナの影響で家計が急変し、令和 4年 1月以降の収入
が市民税非課税水準以下のかた
申請期間 �7 月 15日（金）～来年 2月 28日（火）

令和４年度分の市民税非課税世帯（公
務員除く）で、令和 4年４月～令和
5年 3月分の児童手当か特別児童扶
養手当の受給者

支給金額 �児童 1人につき 5�万円

こども政策課  ☎ 829-1270

廃棄物対策課  ☎ 829-1159

新型コロナ対策のため、変更・中止、または施設が休館・業務縮小となる場合があります。

作業する人の間隔を十分にとってなるべく少人数でつくりましょう

つくるとき

なるべく少人数で流しましょう
担ぎ手の間隔を十分にとるなど「密」を避けて

まちなかを練り歩かずに、短時間で流しましょう
速やかに一番近い流し場へ
※船の受け入れ時間は午後 5時から 9時まで（予定）

流すとき

大人数や長時間の会食は控えましょう

流す前、流した後
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